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平和の森公園再整備基本計画（素案）について 

 

 

区民のスポーツ・健康づくりの場としての機能や憩いの機能、防災機能等、公園

全体の機能向上を図るため、平和の森公園再整備基本計画（素案）を以下のとおり

作成したので報告する。素案については意見交換会を実施し、広く区民から意見募

集を行う。 
 

 

1．再整備基本計画（素案） 

  別紙 1「平和の森公園再整備基本計画（素案）」のとおり 

 

2. 再整備構想(案)に関する説明会等の実施結果 

別紙 2「平和の森公園再整備構想(案)に関する説明会等の実施結果」のとおり 

 

3. 意見交換会の開催 

日  時  4 月 8 日(金) 午後 7時～9時 

      4月 10日(日) 午後 2時～4時 

      4 月 11 日(月) 午後 7時～9時 

場  所  区役所９階会議室 

 

4. 今後の予定 

(1)平成 28(2016)年 4月 意見交換会開催 

(2)平成 28(2016)年 5月  基本計画（案）策定、パブリックコメント実施 

(3)平成 28(2016)年 6月  基本計画策定、基本設計等 

(4)平成 29(2017)年度～ 工 事 

(5)平成 31(2019)年度  開 設 



H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 

          

（１）公園機能の充実 

①憩い・休息機能について 

・酷暑時や降雨時の利用が可能なように、体育館周辺に半屋外施設を整備す

る。 

・公園内の既存樹の密度調整により林内を明るくする等、園内に明るく快適

な休憩スペースを点在させる整備を行う。 

②スポーツ・健康増進機能について 

・草地広場東側の未開園区域に体育館を整備する。 

・体育館を利用した更衣室やシャワー施設等の整備により運動施設の利用活

性化を図る。  

・通年利用可能な仕様による、明るく安全な親水施設を再整備する。 

・大人も利用可能な野球やフットサル、少年サッカー等に利用できる多目的

広場を整備する。 

・ウォーキングやジョギングができる園路とは別にトラック競技にも利用で

きる園路を整備する。 

・幼児が安心してボール遊び等もできる安全な草地広場を確保する。 

③交流機能について 

・地域イベントや人が集えるような半屋外空間を備えた体育館を整備する。 

・公園東側の国家公務員宿舎跡地を取得し、広場として活用する。 

 

 （１）公園機能の充実 

  ①憩い・休息機能 ～広大な広場を中心とした憩い・安らげる場所～ 

  ②スポーツ・健康増進機能 ～スポーツ振興の中心的な場所～ 

  ③交流機能 ～様々な地域活動の拠点を担う場所～ 

Ⅲ．平和の森公園再整備の基本的な考え方 

（２）防災機能の向上～地域防災の拠点となる場所～ 

①広域避難場所機能  

②帰宅困難者対応機能 

③警察、消防や復旧・復興支援団体の滞在・活動拠点機能 

Ⅳ．平和の森公園再整備の具体的な方向性 

Ⅴ．整備のスケジュール 

④環境保全機能 ～豊かな緑を継承する森に触れ合う場所～ 

⑤オープンスペース・景観形成機能 

 ～四季の変化を感じる樹林やオープンスペースが広がる場所～ 

⑥歴史文化機能 ～歴史と文化を伝承する場所～ 

整備構想 
・ 

整備基本計画 

基本設計 
・ 

実施設計 
工事着手 工事竣工・開設 

（２）防災機能の向上 

・体育館を利用して帰宅困難者の一時滞在スペースを確保する。 

・体育館内に防災備蓄倉庫を整備する。 

・体育館を利用して警察、消防、各種支援団体、ボランティア等の活動

拠点、支援物資保管スペース等を確保する。 

・草地広場、多目的広場等のオープンスペースを拡充する。 

・既存防火樹林を保全する。 

  

 

④環境保全機能について 

・体育館を未開園区域に整備することで、既存の公園環境への影響をできる

だけ抑える。 

・森林の多様化、水辺の多自然化を図り、多くの生き物の生育・生息できる

環境を整備する。 

⑤オープンスペース・景観形成機能について 

・景観の骨格となるみどりは残しながら、既存樹木を整理し、四季を感じら

れる落葉樹や草花を補植する。 

・平和の森公園のシンボルである既存ケヤキ並木のプロムナードを保全し、

かつ新たな並木を延長させる。 

・未開園区域を活用し草地広場の拡充を図る。 

⑥歴史文化機能について 

・平和の森公園の前身である旧中野刑務所が、戦時中に政治犯や思想犯を多

く収容していた歴史的な経緯も踏まえて、区民が身近にこれらの歴史につ

いて触れ、平和の大切さについて考えられる公園として整備する。 

Ⅰ．上位計画での位置づけ 

（１）平和の森公園周辺地区地区計画 

・地域住民が親しめる快適な公園として整備するとともに、災害時の広域
避難場所とする。 
・土地の有効利用と生活環境が調和した安全で快適な住宅地を形成するこ
ととされている。 

（5）中野区健康福祉総合推進計画2015 

・実現すべき状態として、健康づくり・スポーツムーブメントの推進を掲
げている。 
・活力ある地域社会を実現するには、区民の健康維持・推進が重要であり、
区民の運動・スポーツ習慣づくりを対策として挙げている。 
・日常生活圏域ごとにスポーツ施設を整備し、区民が地域の特色を活かし
て主体的に取り組む健康づくりの仕組みを構築するとしている。 （２）都市計画公園・緑地の整備方針（改定） 

・中野公園（平和の森公園）は今後１０年間で優先的に整備する公園・緑
地である、「重点化を図るべき公園・緑地」に位置づけられている。 
・「区域の重要性」と「整備効果」の面から総合的に評価して、「公園内
（中野区新井三丁目）１０,３００㎡が新規事業化区域」として、優先的
に整備するように位置づけられている。 

（４）スポーツ基本法 

・地方自治体は、身近にスポーツに親しむことができるようにするとともに、
競技水準の向上を図ることができるよう、スポーツ施設の整備、利用者の
需要に応じたスポーツ施設の運用の改善、スポーツ施設の指導者の配置そ
の他の必要な施策を講ずるよう努めなければならないとされている。 

（３） 中野区みどりの基本計画 

・平和の森公園は「都市の基盤となるまとまりのあるみどりをつくる」ため
の「計画的に公園をつくる」施策として、重点化を図るべき公園として位
置づけられている。 
・「平和の森公園」のうち、優先整備広域に設定されている拡張計画区域に
ついては「早期整備に向けて東京都に働きかけていく」とあり、「重点施
策１ 公園・オープンスペース 公園の新設整備」に位置づけられている。 

平和の森公園再整備基本計画（素案） 

■自然環境に対する課題 

・池や流れの水辺空間は手入れが不十分である。 

・園内は常緑樹が多い樹林構成かつ植栽密度も高いため、林床
植生が乏しい場所がある。 

■スポーツ・レクリエーション機能に関しての課題 

・降雨時に利用できる運動施設が不足している。 

・多目的広場は利用（年齢層・種目）が限定されており、さま
ざまな利用ニーズに応えられていない。 

・ウォーキング利用者とランナー利用者の動線が混在している。 

■憩いやオープンスペースの課題  

・降雨時の利用が難しい。 

・敷地外周は防火樹林であるため、常緑主体の構成と
なっており鬱蒼とした印象である。 

・草地広場周辺は落葉樹が点在する明るい印象の林だが、
公園内の木立は外周同様に常緑樹が多く、低木地被も
少ないため暗い印象が残る。 

・現在公園内には、来園者のための駐車場が設けられて
いない。 

■防災機能に関する課題 

・沼袋駅、新井薬師前駅の帰宅困難者の一時滞在施設が必
要である。 

・防災活動に必要な施設（備蓄倉庫等）の整備が必要であ
る。 

・警察、消防、各種支援団体など復旧・復興支援団体の滞
在・活動拠点となる施設が必要である。 

・広域避難場所として、未開園区域のオープンスペースの
拡充が求められる。 

Ⅱ．平和の森公園の現状と課題 公園現況平面図 

別紙１ 

１ 
※公園部分は段階的に整備し30年度以降随時開園 



平和の森公園再整備基本計画（素案） イメージ図 

都下水道局 
中野水再生センター 

草地広場 

多目的広場 

屋内運動施設 
（体育館） 

小広場 

沼袋駅→ 

妙正寺川 

・樹木の多いエリアでの新規園路は
既存樹木に配慮したルートを選ぶ 

・既存のケヤキを活用したプロムナードの並木 

・草地広場と一体となったテラス 

・野球場：両翼75m中堅90m 

・少年サッカー：40m×60m 
・フットサル×2面：20m×40m ・300mトラック 6レーン 

・直線100m 
・全天候型のトラック 

プロムナード 

防火樹林 

約5,900㎡ 
（草地） 

約5,800㎡ 
（草地） 

約3,500㎡ 

約3000㎡ 

約6,600㎡ 

防火樹林 

・防球ネット Ｈ＝10m～25m 

２ 



Ⅰ．中野体育館の現状と課題 

■スポーツ人口の拡大の必要性 
スポーツ基本計画では、生涯スポーツの実現に向けて、成人の週１回以上のスポーツ実施率を３人
に２人（約６５％）とすることを目標としており、区としても、スポーツ人口の拡大を図っていく必
要がある。 
■規模に関する課題 
中野体育館の延床面積は5,781㎡であり、２３区の総合体育館の平均面積が10,000㎡程度であるこ
とから、スポーツ人口の拡大のためにも、拡充していく必要がある。 
■区民意識に対する課題 
平成２７年度「保健福祉に関する意識調査」によると、区のスポーツ施策や区立のスポーツ施設に
望むこととして、ほぼ全世代に渡って「身近でできるよう、施設数の増加」がトップとなっており、
区内体育施設の充実が求められている。 
 

■環境に配慮した施設 

・自然エネルギーの有効利用、高効率な設備機器の積極的な採用など、環境負荷の低減に配慮した施設 

■防災機能の向上 

・新井薬師前駅、沼袋駅の帰宅困難者の一時滞在施設としての活用 

・警察、消防、各種支援団体、ボランティア等の活動拠点としての活用 

・防災備蓄倉庫の拡充 

・救援物資の輸送拠点とするため、広い収容スペースと荷捌き場所としての活用 
■歴史文化機能 
 平和の森公園の前身である旧中野刑務所が、戦時中に政治犯や思想犯を多く収容していた歴史的な経緯も踏まえ
て、区民が身近にこれらの歴史について触れ、平和の大切さについて考えることができる施設 

 

平和の森公園再整備基本計画（素案） 新体育館 

Ⅲ．新体育館の具体的な方向性 

更衣室・ロッカー室 
アリーナ 
ロビー 

Ⅳ．機能関連図 

ロビー 

カフェ・売店 

平和資料展示室 

トイレ 

利用者 
（1階） 

更衣室・ 
ロッカー室 

メインアリーナ サブアリーナ 
卓球場 

（多目的室） 

トレーニング 
ルーム 

武道場 
（多目的室） 

シャ
ワー室 

トイレ 

武具庫 
卓球台 
収納庫 

器具庫 器具庫 

管理事務室 

観客席 

ホワイ
エ 

観客席 観客席 

観客 
(2階） 

健康相談室 

キッズ・託
児スペース 

事務室 

師範室 主催者席 

救護室 

設備室 

管理員・ 
清掃員室 

放送室 

備蓄倉庫 

倉庫 

サービス 
（1階） 

ゲート 

ゲート 

荷捌き 
スペー
ス 

利用者動線 

観客動線 

サービス動線 

受付 

トイレ 

1次セキュリティライン 

2次セキュリティライン 

競技スペース 

管理スペース 

共用スペース 

EV 一般用 

EV サービス用 

防災管理 
・警備 

専用 
出入口 

隣接 

受付 

Ⅱ．新体育館の基本的な考え方 

■スポーツ振興の中心となる体育館 
 ・全区レベルの大会を円滑に行うことができる施設 
 ・スポーツ・健康づくりムーブメントの推進のため、幅広いスポーツ機会を提供する施設 
■安心・安全な利用とユニバーサルデザインに配慮された施設 
 ・障害の有無や年齢等に関わらず、多様な区民が安心して利用できる施設 
 ・スペースにゆとりがあり、動線の確保や防犯など、安全な利用に配慮した施設 
■公園利用者の利便を高める施設 
 ・屋外スポーツ機能と連携し、公園全体の利便性向上に資する施設 
 ・公園利用者が快適に憩い・休息できる施設 
 
 

■主な諸室の考え方 

 ○メインアリーナ （38m×45m程度、約1,700㎡） 
  区民大会の主な会場とし、複数の試合が同時進行で行うことができ、多様な室内スポーツに対応できる施設
を整備する。各種競技の規格を十分に確保した面積とし、公式試合を行うことができるアリーナを整備する。 

 ○サブアリーナ  （22m×38m程度、約800㎡） 
  幅広いスポーツ機会を提供する施設として、各種室内スポーツの公式試合規格１面程度を確保した面積とし、
大会運営の効率化や利用者の拡大につながるサブアリーナを整備する。 

 ○卓球場 
  現在の卓球場と同程度のスペースを確保する。 
 ○武道場 （約750㎡） 
  各種武道（剣道・柔道・空手等）の試合場を３面確保し、円滑な大会運営が行えるようにする。 
 ○トレーニング室 
  利用者が増加している状況を鑑み、スペースを拡大する。 
 ○多目的室（卓球場・武道場兼用） 
  会議、行事受付、控室、物品置き場、その他軽体操など多目的に利用できる施設として整備する。 
 ○ロビー、ホワイエ、屋外テラス、カフェ・売店 
  体育館利用者と公園利用者の利便を高める便益施設・休息施設として整備する。 
 ○更衣室・シャワー室 
  体育館利用者と公園利用者のスポーツ環境を高める施設として整備する。 
 ○平和資料展示室 
  区民が平和の森公園の歴史について触れ、平和の大切さについて考えられる機能として、平和に関する資料
展示等を行う場を設ける。 

■災害時の活用 

・メインアリーナ及びサブアリーナを帰宅困難者の一時滞在場所として活用する。 
・帰宅困難者退去後は、メインアリーナを救援物資の受け入れ場所、サブアリーナをボランティア等の活動拠
点として活用する。 

・武道場を警察、消防、各種支援団体の活動拠点として活用する。 
・卓球場（多目的室）を区、警察、消防、各種支援団体等との連絡調整場所として活用する。 
・地下に防災備蓄倉庫を確保する。 
・管理ゾーンに防災行政無線等、連絡調整及び情報収集に必要な防災機材を配置する。 

 

新体育館は、平和の森公園再整備の一環として、以下の考え方および方向性に基づき整備するものとする。 

３ 

■競技の実施に関する課題 
・副競技場（サブアリーナ）がないため、競技によっては大会を消化しきれない場合がある。 
・主競技場等に空調機が設置されていない。  
・休憩場所が少ないため、主競技場前のホワイエが出場者の主な待機場所となっており、混雑する場合がある。 
・既存体育館は建設後45年が経過し老朽化が進んでいる。 

■バリアフリーに関する課題 
・エレベータ、誰でもトイレが設置されていない。 

■セキュリティ等に関する課題 
・大会開催時等に混雑し、動線の交錯が起きる。 
・大会時は駐輪場が満車となることがあり、歩道やバス停部分に自転車がはみ出すことがある。 

■利用状況に関する課題 
・利用率が高いため、特に土日祝日は予約が埋まることが多く、多くの区民が利用しにくい状況になっている。 



平和の森公園再整備基本計画（素案） 新体育館平面・断面イメージ 

サブアリーナ 
メインアリーナ 

武道場 

トレーニングルーム 
卓球場(多目的室) 

機械室等 

断面イメージ 

管理ゾーン 

サポートゾーン 
（器具庫・機械室等） 

メインアリーナ 
約1700㎡ 

サポートゾーン 
（器具庫・機械室等） 

管理ゾーン 

武道場 
約500㎡ 

武道場 
（多目的室） 

約250㎡ 

更衣室等 

 
平和資料展示室 

アリーナ 
ロビー 

カフェ 
売店 

テラス 

休憩 
ゾーン 

利用者 

利用者 

ロビー 

サブアリーナ 
約800㎡ 

メインアリーナ上部 
・ 

観客席 

トレーニング 
ルーム 
・ 

卓球場 
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H=25m程度 

室名 機能（ 利用目的） ・ コート数

バスケットコート2面

バレーボールコート2面

バドミントン8面

テニス2面以上

フットサル・ハンドボール1面

約800席

メインアリーナ全体が見渡せる位置に配置

バスケットコート1面

バレーボールコート1面

バドミントン4面

テニス1面

武道の試合場を3面（剣道・柔道・空手等）、1面は多目的室と兼用

スタッフの待機場所、来館者・電話受付、全館放送、各種設備操作、バックヤード

館内各種案内

機械室・ボイラー

電気室

非常用発電機室

ロッカー、更衣室に接続/障害者用ブースを設置

スポーツ団体等の事務室、活動スペース

各競技室近辺に男女分を相当数設置/だれでもトイレを各階に設置

メインエントランスもしくは主競技場近辺に設置

平和啓発

トレーニングルームに隣接

所要諸室一覧

観客席

器具庫

観客席

主催者席

器具庫

メインアリーナ

 38ｍ×45ｍ程度

副競技場

-1

サブアリーナ

 22ｍ×38ｍ程度

共

通

ス

ペ
ー

ス

管理

スペース

管理事務室

競

技

ス

ペ
ー

ス

主競技場

救護室

放送室

倉庫

共用

スペース
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シャワー室

事務室

総合案内兼入退場管理

設備室

エレベータ

副競技場
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卓球場（多目的室） 卓球台7台程度

会議、行事受付、控室、物品置き場、その他軽体操等

健康相談室

キッズ・託児スペース

廊下

トレーニングルーム

管理員・清掃員室

防災管理・警備

備蓄倉庫

卓球台収納庫

副競技場
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武道場

師範室

更衣室+武具庫

階段

トイレ

給湯室

ロビー・ホワイエ

カフェ・売店

平和資料展示室

1階平面イメージ 

建物概要 

 規模  地下1階 地上2階 

 延べ面積  10,000㎡程度 

 高さ  25m程度 
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平和の森公園再整備構想（案）に関する説明会等の実施結果 

 

１ 平和の森公園再整備構想（案）に関する説明会等の実施状況 

 （１）区民説明会 

No. 開催日時 開催場所 参加人数 

１ 
２月２６日（金） 

午後７時から９時 

区役所会議室 

３６人 

２ 
２月２８日（日） 

午後１時から４時 
５４人 

３ 
２月２９日（月） 

午後７時から９時３０分 
３１人 

合計 延べ１２１人 

 

（２）個別意見の提出（期間：１月２９日（金）～３月４日（金）） 

提出方法 件数 

電子メール ８件 

ファクシミリ ０件 

郵送 ３５件 

窓口 １件 

合計 ４４件 

 

 （３）区民団体等への説明（町会・自治会４回、スポーツ関連４回） 

 

２ 主な意見と区の見解・回答（同趣旨の意見は一括） 

（１）計画全般・計画の進め方について 

No. 区民からの意見等 区の考え 

１ この公園は歴史的にみて区

民参加で作られた。利用者の意

見を取り入れていくべきでは

ないか。進め方に問題があるの

ではないか。 

今回、整備構想案の説明会を開催し、区

民の意見を伺った。今後、これを踏まえて、

基本計画案作成し、再度、区民意見を伺う

場を設けたい。 

  

別紙２ 
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No. 区民からの意見等 区の考え 

２  「みどりの基本計画」には「利

用者のアンケートを踏まえて

計画する」と書かれているが、

調査しているのか。この決まり

に反したやり方ではないか。 

公園整備にあたっては、計画段階で説明

会を開催し、区民意識・ニーズを踏まえた

公園整備に努めている。平和の森公園の再

整備にあたっての利用者アンケートは行っ

ていないが、区民意識調査などの各種調査

を踏まえるとともに、利用者の意見等は説

明会の場で聞くこととした。 

３  地域の団体等から希望があ

れば、個別に説明会を開催して

もらえるのか。 

多くの方に計画を知っていただくために

説明会を開催している。個別の要望があれ

ば、別途検討させていただく。 

４  再整備に対する反対が強い

場合には計画が中止になる可

能性はあるのか。意見を取り入

れて検討、修正する姿勢がある

のか。 

できるだけ多くの意見を踏まえてよりよ

い整備を行っていきたい。 

５ 公園にスポーツ施設を整備

することに賛成であり、計画を

推進してほしい。子ども、若者、

高齢者がスポーツを愛好する

ことで、生活が豊かになり、体

力増進に繋がる。 

再整備により、スポーツ機能を充実させ

るとともに、区民の皆さんがより利用しや

すい公園となるよう、既存の公園の機能に

ついても向上させていく。 

 

（２）体育館について 

No. 区民からの意見等 区の考え 

１ 未開園区域が急に開放され

ることになったいきさつを教

えてほしい。 

未開園区域は下水道施設を設置した後、

上部利用するのが前提であったが、先に上

部に体育館を設置して開設した後に、後か

ら下部に下水道施設を築造することについ

て、下水道局に協力を依頼したところ、協

力が得られることとなったため、未開園部

分に体育館建設の今回の整備構想案を公表

することとなった。 
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No. 区民からの意見等 区の考え 

２ 現体育館を閉鎖した後、新体

育館の工事中の１年間は体育

館が使えなくなる。休止期間を

短くしてほしい。新区役所の整

備を遅らせればいいのではな

いか。 

現区庁舎が災害拠点としての耐震基準に

達しておらず早急に対処する必要がある。

庁舎は３１年度から着工予定のため、体育

館は約 1 年使えなくなるが、可能な限り期

間の短縮を図っていきたい。また、使えな

い期間が生じる場合は、代替え的な措置も

検討したい。 

３ 未開園区域に下水道施設に

先駆けて体育館をつくる工法

とはどういったものか。また、

コストはどのくらいか。 

将来的に下水道施設が工事できるような

体育館の基礎構造を予定している。内容や

経費については基本計画以降で検討し、示

していく。 

４ 体育館を建設し、後から下水

道施設をつくるのでは、二重に

コストがかかる。現地建替え、

九中跡地、平和の森公園で建設

コストの比較をすべきではな

いか。 

選択できる基礎構造が限られているため

コスト増になると考えているが、下水道局

との調整を行っている段階であり、現時点

でコストは未定である。今回の計画によっ

て、東京都下水道局の協力が得られること

になり、これまで長きにわたって未開園で

あった公園の全面開園が進められること

は、大きなメリットであると考えている。 

５ 現在よりも体育館へのアク

セスは悪くなる。対策は考えて

いるのか。 

沼袋駅に近く、中野駅からも徒歩圏内で

ある。今後、沼袋駅周辺のまちづくりが進

めば、将来的に中野駅・沼袋駅間の往復バ

ス路線も想定されるところである。 

６ 体育館の建設にあたっては、

乳幼児スペースをつくってほ

しい。 

体育館には、運動施設以外に売店等の休

息施設など、利用者の利便性が高まる施設

の併設を考えている。 

７ 

 

 

 

 

体育館の規模、高さはどのく

らいか。 

現体育館の延床面積は５,７８１㎡。新し

い体育館は計画では１０,０００㎡程度を

予定している。高さは基本計画・設計の段

階で示していく。 
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No. 区民からの意見等 区の考え 

８ 現行の１０か年計画では、体

育館は九中跡地に建てること

になっている。現行計画が有効

ではないのか。どうして変更す

るのか。 

現行の１０か年計画では、体育館は九中

跡地であるが、策定からこれまでの間、防

災上のニーズ、健康スポーツのニーズが高

まっており、屋内、屋外のスポーツニーズ

に対応できる場所としては平和の森公園以

外にはないため、計画を進めることとした

ものである。現在改定作業中の新しい１０

か年計画では、これを踏まえた改定を予定

している。 

９ 西武線沿線に体育館が集中

することになり、南部の体育施

設が足りないのではないか。 

新体育館は、区民のスポーツ大会等に活

用する中心的な体育館であり、地域の身近

なスポーツ施設としては、スポーツ・コミ

ュニティプラザを区内４か所に整備するこ

ととしている。７月に開設予定の南部スポ

ーツ・コミュニティプラザには、体育館や

プールも備えており、あわせてご利用いた

だきたい。 

10 メインアリーナはバスケッ

トボールのコート２面とある

が、他の競技はできないのか。 

規模の目安として例示した。使用できる

競技の詳細については今後示していく。 

11 体育館の構想策定にあたっ

て、スポーツ団体等の意見はど

のように反映されているのか。

十分に意見を述べられるよう

配慮をしてほしい。 

区内スポーツ団体を対象にアンケート調

査を行ったほか、策定の過程で説明を行い、

意見を伺いながら総合的に判断したもので

ある。今後、基本計画策定等の過程でも、

意見を聞いていきたい。 

 

（３）少年スポーツ広場について 

No. 区民からの意見等 区の考え 

１  現在のゲートボール・グラウ

ンドゴルフでの利用はどうな

るのか。 

多目的広場でも継続して利用できるよう

にしていきたい。 

２  多目的広場の仕様は人工芝

か、土か。 

 仕様については今後検討していく。 
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No. 区民からの意見等 区の考え 

３  上高田や哲学堂など他の野

球場は稼働率が低い日もあり、

利用料金を下げるなどの工夫

により、そちらの稼働率を上げ

ることが先決ではないか。 

それらの場所も土日はほぼ埋まっている

状況である。大人のスポーツ人口を増やす

契機とするため、場所の確保は必要と考え

ている。 

４ 少年野球クラブ以外の大人

の利用が増えると、少年野球が

使いにくくなる。競技ごとに時

間帯の住み分けは必要。少年野

球について配慮してほしい。 

少年野球が出来る場所は、白鷺せせらぎ

公園、本五ふれあい公園を新たに開設し、

増やしてきた。大人の利用時間帯などの運

用面や整備内容などについては、今後検討

していきたい。 

５  多目的広場の規模は今のま

まか、広げるのか。広げること

で既存の樹木が伐採され木陰

の心地よい環境が損なわれて

しまうため、反対である。 

 大人が使えるよう機能拡充するために

は、面積を広げることや、防球ネットを高

くすることが必要になる。具体的な内容は

今後検討していく。 

６ サッカーと野球の練習を同

一場所で同時に行うことは危

険が生じる。共存できるような

措置を講じていただきたい。 

危険が生じないような運用にする。 

７ グラウンド、講義スペース、

体育館が揃った施設があると、

審判講習会を開くことが可能

となり、区内の指導者数が増加

し質の向上が期待できる。 

屋内と屋外の施設を一体的に整備し、有

効に活用してもらいたいと考えている。 

 

（４）草地広場について 

No. 区民からの意見等 区の考え 

１ 平和の森公園の草地広場は

素晴らしいところである。この

認識はあるか。 

密集市街地の中にある大きなオープンス

ペースや草地であること、憩いの場として

利用されているところが魅力である。 

２ 区民の憩いの公園として、緑

豊かな公園にするということ

で、下水処理場の上の部分には

施設はつくらないことを確認

している。草地広場は今のまま

残して欲しい。 

３００ｍトラックとしても使える園路を

整備し、日常的には草地広場・園路として

活用されるもので専用施設ではない。 
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No. 区民からの意見等 区の考え 

３ なぜ３００ｍトラックが必

要なのか。 

学校部活動等で思い切り走れる環境が他

の区に比べて少ないという状況があり、ま

た、陸上をしている方から区内の陸上機能

を充実させてほしいとの要望も聞いてい

る。ランニングや１００ｍ走など、区民の

健康づくりやスポーツ活動に利用してもら

いたいと考えている。 

４ 陸上トラックをつくれば、事

故が起き、怪我をする。どうし

て危ないものをつくるのか。 

通常は園路として使い、占有して３００

ｍトラックとしても使えるよう整備した

い。占用許可を取ることで安全を確保する。

占用利用は年に限られた時間で、子どもた

ちの教育の場や健康増進をテーマに本格的

な１００ｍ走などのスポーツを行うために

活用したい。管理者が付いて、占有して行

う年に何回かの利用については、協力して

欲しい。 

５ 占用利用時の立入禁止策は

考えているのか。 

トラック利用者に安全確保の徹底を図る

など運用方法を検討していく。 

６ 陸上トラックを作ると占用

での利用時以外の時も、あれば

全力で走りたくなり、現在の利

用とは異なった環境となる。杉

並区の和田堀公園にトラック

があるが、自由な時間にも本格

的なランナーは走っている。こ

れまで自由に遊んでいた子ど

もたちとの交錯の危険がある。

占用時以外の事故が起こらな

いと区は保障できるのか。 

現在も広場はジョギング等で使われてい

る。他の区の類似の施設でも一般利用時に

部活動の練習等に使っていることがある

が、安全に運用されていると聞いている。

２３区内でトラックがある場所の事例を参

考に、安全性を配慮した運用方法について

検討していきたい。 

７ 草地広場のトラックは何レ

ーンか。舗装はどうするのか。

スパイクに対応できるトラッ

クなのか。スパイクを使用する

と維持管理のコストが増すこ

とになる。 

トラックの詳細については今後決めてい

くが、陸上競技として利用できる舗装を施

した６レーンを想定している。スパイクの

使用については、意見を伺いながら今後検

討していきたい。 
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No. 区民からの意見等 区の考え 

８ 陸上トラックのイニシャル

コスト、ランニングコストは、

いくらで見積もっているのか。

年に何回かの利用であれば、コ

ストをかけて作る必要はない

のではないか。 

現在は構想案であり、コストは今後の検

討の中で明らかにしていきたい。陸上競技

トラックの設置は、今後スポーツ人口を増

加させるためにも必要であると考えてい

る。 

９ 陸上トラックの設置要望は

誰から出ているのか。 

区内の陸上関係者から陸上施設の充実に

ついて希望を聞いているほか、中学校から

も活用の意向がある。 

10 ３００ｍトラックでは公式

記録とはならない筈である。な

ぜ、中途半端なコースをつくる

のか。 

トラックは陸上競技記録会の開催を想定

したものではない。ジョギングなどでも利

用できる園路として整備するものである。 

 

（５）防災機能について 

No. 区民からの意見等 区の考え 

１ 区役所と体育館が離れるこ

とになるので、災害時の対応が

懸念される。 

災害時には防災無線で情報のやり取りを

行うため、特に問題はない。一定程度機能

の分散がされることによって防災機能の充

実が図れるものと考えている。 

２  防災機能の強化を再整備の

理由にしているが、検討に防災

の研究者や専門家を入れてい

ないというのはおかしい。 

専門家である東京消防庁からの派遣職員

も中心となって、検討を進めているところ

である。 

３ 帰宅困難者の一時滞在施設

は必要なのか。区民が利用する

体育館を、外から来る人のため

にという論理では、誰も納得し

ないのではないか。 

３.１１をきっかけに中野区災害時帰宅

困難者対策行動計画を定めている。災害時

に区民が利用する小学校等の避難所に帰宅

困難者が加わると更に混乱するため、帰宅

困難者対策の場所が必要である。周辺に一

時滞在施設のない新井薬師前駅及び沼袋駅

エリアに一時滞在施設としての体育館を確

保することは重要なことだと考えている。 
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（６）その他の公園機能について 

No. 区民からの意見等 区の考え 

１ 水辺は水が流れなくなって

いると説明があったが、水が流

れるように修繕すればいいだ

けではないか。 

水流れについては良好なところもある

が、崩れているところは改善したい。全部

なくして新しい水流れを別につくるという

ものではない。 

２  鬱蒼とした閉鎖的な空間に

なっているところがあるとい

うが、夏場は日影となり気持ち

よい空間で、貴重なところでは

ないか。 

 暗くて怖いという意見もある。少年スポ

ーツ広場は、樹木によって周囲から見えづ

らく閉鎖的である。多様な意見を踏まえて

検討を進めたい。 

３  じゃぶじゃぶ池は、どの辺り

に移す予定なのか。 

 体育館に近く、草地広場にも近い場所に

周辺に樹木を植栽し整備したい。屋内施設

からの目も届く場所にする予定である。 

 

（７）その他 

No. 区民からの意見等 区の考え 

１  現在も駐車場はなく、地元の

利用者が多いため、駐車場は不

要ではないか。 

平和の森公園ほどの大きな公園は区内に

少なく、区内全域の区民に公園利用をして

もらいたいと考えている。高齢者や車椅子

の方などにも自然豊かな公園を利用してい

ただきたいと考えており、駐車場整備が寄

与できるものと考えている。 

２  駐車場はどこにつくる予定

なのか。 

具体的な場所は今後検討していく。 

３  国家公務員宿舎跡地はすで

に購入しているのか。 

国から用地売却の意向が示され、それに

対して、公園用地として活用したいと要望

している段階である。 
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